
 

                

 

 

ＣＡＰ
キ ャ ッ プ

（Child Assault Prevention） 

  ＣＡＰは、子どもがあらゆる暴力（虐待・いじめ・誘拐・痴漢など）から 

自分の大切な心とからだを守るために何ができるかを教える教育プログラムです 
 

寄寄寄稿稿稿         「こどもの安心・自信・自由～障害を持つこども達の立場から～」 

                               秋田県立医療療育センター長  坂本 仁 

日頃から CAP 秋田の皆様には大変お世話になっております。感謝申し上げます。当センターでは、入所のこど

も達への「こどもの権利」の理解を進めるために、また、スタッフへの「こどもの権利」の啓発活動として、セミ

ナー・ワークショップなど研修を担当していただいております。 

さて、国連の「障害者の権利に関する条約」の中で、第 7 条の障害のある児童の項目では、障害のある児童が他

の児童との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を完全に享有することを確保するための全ての必要な措置

をとること、全ての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとすること、自己に影

響を及ぼす全ての事項について自由に自己の意見を表明する権利並びにこの権利を実現するための障害及び年齢に

適した支援を提供される権利を有することを確保することが掲げられております。 

こうした中で、当センターで対応させていただいている障害をお持ちのお子様達への配慮といたしまして、私達

療育関係者が良質な療育環境の提供に努めことが必須だと思っております。これにより、そうした環境の中で生活

されるお子様達が自身の「安全」を実感していただき、さらに自身の意向に沿う「自由」な日常生活の中で、生き

ていく「自信」を育んでいけるものと考えております。 

CAP 秋田の皆様のセミナー・ワークショップのなかで、「暴力は人の心と身体を傷つける」とのフレーズが非常

に印象に残っております。成長途中にあるお子様達、特に障害をお持ちのお子様達の中で、自分の意思を的確に表

現できないお子様達の意思を、どうやって理解するか、把握するかが、私達療育関係者が最初に考えるべきことだ

と思っております。 

障害を持つお子様達も、「安心して自信をもって自由に生きる権利」を享受できる社会であることを願ってやみま

せん。 

 

令和元年１１月２日（土）、秋田県主催の「児童虐待・DV防止街頭キャンペーン」に今年度 

も協賛団体として参加し、公的機関、児童福祉施設、民間団体等と一緒に秋田駅やなかいち周辺で 

暴力の防止を呼びかけました。今年は、秋田県で初めて策定した「児童虐待防止宣言」を CAPあ 

きた代表と、秋田赤十字乳児院院長と共に宣言しました。 

平成３０年度中に、全国の児童相談所が対応した件数は１５９，８５０件で、平成 29年度を 

３６，０００件上回り過去最高を更新しています。秋田県児童相談所の対応件数は、４６４件で 

平成 29年度より４件増加しました。秋田県も年々増加傾向にあります。 

★子どもに対する親の体罰を禁止した改正児童虐待防止法等が今年 4月から施行されました。 
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令和元年度 児童虐待・DV 防止街頭キャンペーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～しつけと体罰～ しつけのために「時には体罰も必要」との考えがある限りは体罰はなくならないでしょう。 

しつけとは・・・しつけ糸のように大まかな骨組みを子どもに与えること、つまり大まかにガイドすることです。 

体 罰 とは・・・百害あって一利無し。子どもの健康な心の成長を妨げることです。～しつけと体罰：森田ゆり著～ 

 

         



 

ＣＡＰあきた公開セミナー２０１９《１》 

Ｒ1.9.26（木）秋田市文化会館において、弁護士岩城 

正光氏（名古屋市）による『子どもの視点で捉えた暴力 

被害の現状』について講演を行いました。事例や自らの 

生い立ち等を通して、暴力がいかに子どもの心身にダメ 

ージを与えてしまうのかを訴え、子どもの権利を守る為 

のアドボケィト（代弁者）の 

必要性を強調しました。 

参加者からは、暴力に対して 

の考え方や知識を学んだ。ネ 

ットワークの難しさを感じて 

いる。講師の熱い思いに感動 

した。また話しを聴きたい等の感想が寄せられました。 

     参加者 65名 

                 

     

 ～令和元年度～  ★★★ワークショップから★★★ 

  

Ｒ１年１０月２５日（金）、第６４回全国肢体不自由児療育研究大会において、特

別講演を行いました。この講演は、大会事務局の秋田県立医療療育センターより依

頼を頂き実現しました。全国から２００名余りの関係参加者に『不安を勇気にかえ

る CAP プログラム』と題して障害の有る無しにかかわらず、どんな子どもにも「安心」・「自信」・「自由」の権利

があることやおとなの役割の大切さを寸劇等も入れて伝えました。最後は、全員の 

あんしん・じしん・じゆうの声が会場に響き、一体感が生まれました。 

                 ◆聖徳会若草ハイム（母子生活支援施設）（R1.11.7） 

子ども達がワークショップを受ける前にお母さん達に CAP の考え方

を共有して頂きました。夜間の開催でしたが、お母さん達は熱心に参加してくださいました。子ども達には３月の

予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大予防の為延期になっています。◆秋田大学教育文化学部 （R1.12.3 ） 

こども発達コース２年生にワークショップを実施しました。普段の授業では発言のない学生達のようですが、ワ

ークショップだったので活発な発言があり、子どもワークショップの内容をもっと知りたい等の感想がありました。    

その他、活動報告 ・聖園天使園（職員、こども、地域）・陽清学園（職員、子ども、地域）・感恩講児童保育院（職

員、子ども、地域）・県医療療育センター（職員、こども）聖徳会若草ハイム（職員） 

                                     

                                     

                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

ＣＡＰあきた公開セミナー２０１９《２》 

 Ｒ2.1.10（金）秋田県生涯学習センターにおいて 

大学教授柴田健氏（秋田大学）による『子どもの安全の 

サインとは』について講演を行いました。『子どもの力 

を引き出すアプローチ』の方法の一つとして、少しでも 

上手くやれているところに目を向け、希望に焦点を当て 

るという考え方の『解決志向ブリーフセラピー』を分か 

りやすく講義され、子育てにも参考になる内容でした。 

             参加者からはとても勉強 

になった。仕事に生かした

い。もっと知りたい等たく

さんの感想が寄せられま

した。 

参加者 50名 

 

ワークショップ ★ 初めてで～す★ 

 

第２９回秋田ゾンタクラブ賞 を受賞しました。 

 この賞は、国際ゾンタの理念に基づいて全ての人権を尊重し、暴力撲滅、女

性の地位向上を目的として活動している秋田ゾンタクラブが、CAP あきたを

奨励し表彰してくださいました。（「ゾンタ」とは正義、信頼を意味します） 

編集後記 「当たり前」であることが「有

難いこと」であると気付かされる日々で

す。（代表：鶴田悦子 090－4630－9775） 

CAP あきた会員より一言 

ＣＡＰに関わり 18年。この間に得た、最も大きな恩恵は、「私は大切な人、あなたも大

切な人」という意識です。毎日の生活において、ＣＡＰを常に頭の隅に置き、介護の時

も、孫との関りにおいても、「ＣＡＰでは・・？」と思い返すと、なぜか毎日が穏やかに

過ごせます。ＣＡＰありがとう。（細部あけみ） 

  

 

CAP あきたの新型コロナウイルス

感染拡大予防の為の取組 

ガイドラインを作成しました。ワー

クショップ実施の際は、このガイド

ラインに基づいて実施します。 

 

 

 
 

 


